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公共施設使用料に関する連絡先
所管部署および電話番号対象施設

４７０・７７３８生活文化課地域センター
４７０・７７３８生活文化課男女平等推進センター
４７０・７７３８生活文化課市民プラザ
４７０・７７３８生活文化課コミュニティホール東本町
４７０・７７７７
（内線）２５０８福祉総務課地区センター

４７０・７７４７障害福祉課さいわい福祉センター
４７７・００３０健康課わくわく健康プラザ
４７０・７７７５教育部総務課小・中学校施設
４７０・７７８４生涯学習課スポーツセンター
４７０・７７８４生涯学習課生涯学習センター
４７０・７７８４生涯学習課青少年センター
４７０・７７８４生涯学習課テニスコート
４７０・７７８４生涯学習課野球場
４７０・７７８４生涯学習課運動広場
４７０・７７８４生涯学習課ゲートボール場
４７０・７７８４生涯学習課野外訓練施設
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高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費

　

支
給
申
請
の
勧
奨
通
知
を
送
付
し
ま
す

住基カードと電子証
明書発行の休日窓口
を開設します

２月８日（土）・
１５日（土）の
午前９時～午後１時

く
ぬ
ぎ
児
童
館
の
利
用
を

　
　
　

２
月
末
で
終
了
し
ま
す

公
共
施
設
の
使
用
料
を

　
　
　
　
　
　
　

改
定
し
ま
す

わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
を
終
日

閉
館
し
ま
す

都
営
住
宅
の
入
居
者
を

　
　
　
　
　
　
　

募
集
し
ま
す

市の
「奨学資金制度」
をご存じですか

手話通訳者
登録試験を
実施します

第
４
回
地
域
自
立
支
援
協
議
会
会
議
を

公
開
し
ま
す

交
通
事
故
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う

　
「
公
共
施
設
使
用
料
の
見
直
し

等
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例
」
が
、　

年
第
４
回
市

２５

議
会
定
例
会
で
可
決
し
ま
し
た
。

同
条
例
は
、
学
識
経
験
者
や
市
民

に
よ
る
委
員
で
構
成
さ
れ
た
「
公

共
施
設
使
用
料
の
あ
り
方
検
討
委

員
会
」
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書

に
基
づ
き
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
報
告
書
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
、

①
会
議
室
や
ホ
ー
ル
の
使
用
料
単

価
は
、
施
設
ご
と
に
設
定
す
る
の

で
は
な
く
、
現
行
と
同
様
に
全
施

　
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
制
度
は
、
医
療
保
険
（
市
の

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
、
そ
の
他
会
社
な
ど
の
医

療
保
険
）
と
介
護
保
険
の
両
方
を

利
用
す
る
世
帯
の
自
己
負
担
軽
減

を
目
的
と
し
た
給
付
制
度
で
す
。

　
世
帯
単
位
で
毎
年
８
月
１
日
か

ら
１
年
間
の
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
負
担
額
の

合
計
が
、
所
定
の
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
対
象
に

な
り
ま
す
。
申
請
を
行
っ
て
認
め

ら
れ
る
と
支
給
額
（
自
己
負
担
額

−

所
定
の
自
己
負
担
限
度
額
）
が

医
療
保
険
者
と
介
護
保
険
者
か
ら

別
々
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
市
で
は
、
勉
学
意
欲
が
あ
り
な

が
ら
経
済
的
事
情
に
よ
り
高
等
学

校
な
ど
へ
の
就
学
が
困
難
な
市
内

在
住
の
方
を
対
象
と
す
る
、「
奨
学

資
金
制
度
」
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
対
象
は
、
こ
の
４
月
か
ら
私
立

高
校
（
高
専・専
修
学
校
を
含
む
）

　
く
ぬ
ぎ
児
童
館
は
、
耐
震
診

断
の
結
果
が
基
準
値
に
満
た
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
、
利
用
す
る

方
の
安
全
性
を
最
優
先
し
、
２

　
市
で
は
、
電
子
申
告
の
受
付
時

期
に
合
わ
せ
、
平
日
に
来
庁
で
き

な
い
方
の
た
め
に
休
日
窓
口
を
開

設
し
て
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
以
下
、
住
基
カ
ー
ド
）
と
電
子

証
明
書
の
発
行
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
（
住
基
カ
ー
ド
の
申
請
は
、

本
人
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
）。

　
【
日
時
】
２
月
８
日・　
日
の
い

１５

ず
れ
も
土
曜
日
、
午
前
９
時
～
午

後
１
時

　
【
手
続
き
】住
基
カ
ー
ド
を
発
行

す
る
際
の
本
人
確
認
方
法
は
次
の

通
り
で
す
。

　
①
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
運
転
免
許
証
を

　
地
域
自
立
支
援
協
議
会
は
、
地

域
で
暮
ら
す
障
害
の
あ
る
方
へ
の

相
談
支
援
体
制
の
整
備
や
関
係
機

関
と
の
連
携
、
課
題
の
共
有
化
を

行
う
場
と
し
て
、
障
害
者
総
合
支

援
法
で
設
置
に
努
め
る
よ
う
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
専
門
部
会
を
設
け
て
、

保
険
料
を
お
得
に
納

め
る
2
年
前
納（
口
座

振
替
）が
始
ま
り
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
に
は
、
ま

と
め
て
前
払
い
す
る
と
割
引
に

な
る
「
前
納
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。
割
引
額
は
前
納
の
期
間
が

長
い
ほ
ど
大
き
く
な
り
ま
す
が
、

現
在
は
最
長
で
１
年
間
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
２
年
度
分
の
保

　
【
募
集
の
種
類・対
象
】
①
ポ
イ

ン
ト
方
式
（
家
族
向
け
の
み
）
②

単
身
者
向
け
・
単
身
者
用
車
い
す

使
用
者
向
け・シ
ル
バ
ー
ピ
ア（
単

身
者
向
け
・
二
人
世
帯
向
け
）
③

事
業
再
建
者
向
け
定
期
使
用
住
宅

　
※
①
～
③
に
つ
い
て
申
し
込
み

資
格
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は

募
集
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
【
募
集
案
内
配
布
期
間
】
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
２
月
３
日

（
月
）
～　
日
（
木
）

１３

　
【
募
集
案
内
配
布
場
所
】都
市
計

　
３
月
８
日
（
土
）
は
、
施
設
の

電
気
設
備
点
検
を
行
う
た
め
、
館

内
は
終
日
停
電
と
な
り
ま
す
。
そ

れ
に
伴
い
、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ

ザ
を
終
日
閉
館
し
ま
す
。

　
集
会
室
・
体
育
室
・
子
ど
も
家

　
聴
覚
や
言
語
に
障
害
の
あ
る
方

が
、
家
庭
生
活
や
社
会
生
活
を
支

障
な
く
送
れ
る
よ
う
「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
（
手
話
通

訳
）」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
手
話
通
訳
者
と
し

て
登
録
し
て
い
た
だ
け
る
方
に
必

　
　
年
中
に
市
内
で
５
件
の
交
通

２５
死
亡
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
（　
２４

年
は
０
件
）。
車
・
バ
イ
ク
・
自
転

車
の
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
、
飲

酒
運
転
な
ど
を
せ
ず
、
十
分
な
安

全
確
認
を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

特
に
早
朝
・
夕
暮
れ
時
に
事
故
が

　
※
計
算
の
結
果
、
支
給
額
が
５

０
０
円
以
下
の
場
合
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

　
【
勧
奨
を
行
う
申
請
対
象
期
間
】

　
年
８
月
１
日
～　
年
７
月　
日

２４

２５

３１

　
【
申
請
先
】　
年
７
月　
日
現
在

２５

３１

で
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
者

　
【
申
請
方
法
・
問
い
合
わ
せ
先
】

２
月
中
に
市
で
は
、
国
民
健
康
保

険
に
つ
い
て
は
支
給
対
象
世
帯
へ
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

は
支
給
対
象
者
へ
支
給
申
請
の
勧

奨
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
同
封
の

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

次
の
通
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
方

＝
申
請
書
、
市
の
国
民
健
康
保
険

提
示
の
上
、
暗
証
番
号
を
正
し
く

入
力
す
る
方
法

　
②
運
転
免
許
証
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
、

非
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
）、旅
券
、障
害
者

手
帳
、
療
育
手
帳
（
以
下
、
Ａ
書

類
）
１
点
に
加
え
、
健
康
保
険
証
、

年
金
手
帳
な
ど
の
書
類
（
以
下
、

Ｂ
書
類
）
を
も
う
１
点
提
示
す
る

方
法
　
③
Ａ
書
類
を
２
点
提
示
す
る
方

法

険
料
を
口
座
振
替
で
ま
と
め
て

納
付
で
き
る
「
２
年
前
納
」
が
、

　
年
４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

２６同
前
納
を
利
用
す
る
と
、
現
金

で
毎
月
納
付
す
る
場
合
と
比
べ

２
年
間
で
（
※
）
１
万
４
０
０

０
円
程
度
の
割
引
と
な
り
ま
す
。

　
同
前
納
は
年
金
事
務
所
へ
申

し
込
み
く
だ
さ
い
（　
年
４
月

２６

分
か
ら
の
前
納
を
希
望
す
る
場

合
は
２
月
末
日
ま
で
）。

　
※
割
引
額
は　
年
度
の
保
険

２５

料
額
に
よ
る
推
計
で
す
。　

年
２６

度
の
保
険
料
額
は　
年
２
月
に

２６

確
定
予
定
で
す
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
へ
。

月　
日
（
木
）
を
も
っ
て
利
用

２７
を
終
了
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

被
保
険
者
証
、
認
め
印
を
保
険
年

金
課
国
民
健
康
保
険
係
（
市
役
所

１
階
）
へ
持
参
を
。
詳
し
く
は
同

係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３
へ

　
②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
の
方
＝
申
請
書
を
保
険
年
金
課

高
齢
者
医
療
係
（
市
役
所
１
階
）

へ
郵
送
ま
た
は
持
参
を
。
詳
し
く

は
同
係
☎
４
７
０
・
７
８
４
６
へ

　
③
会
社
な
ど
の
医
療
保
険
に
加

入
の
方
（
前
記
①
②
以
外
）
＝
申

請
に
は
、
市
の
介
護
保
険
の
自
己

負
担
額
証
明
書
の
添
付
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
加
入
し
て
い
る
医

療
保
険
者
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
　
④
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
証

明
書
、
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
こ
と
＝
介
護
福
祉
課
介

護
サ
ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７

５
０
へ

に
入
学
す
る
方
で
、
貸
付
限
度
額

は　
万
円
で
す
。
返
済
は
卒
業
後

２０
１
年
間
据
え
置
き
で
、
７
年
以
内

に
全
額
返
還
と
な
り
ま
す
。

　
貸
し
付
け
の
認
定
に
当
た
っ
て

は
、
所
得
を
証
明
す
る
書
類
で
経

済
的
状
況
や
学
業
成
績
を
総
合
的

に
判
断
し
ま
す
の
で
、
ご
希
望
に

添
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
申
し
込
み
は
、
教
育
部
総
務
課

（
市
役
所
６
階
）
で
配
布
し
て
い

る
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

３
月　
日
（
金
）
ま
で
に
直
接
同

１４

課
へ
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
７
５
へ
。

設
統
一
の
単
価
を
用
い
た
こ
と
②

使
用
料
単
価
を
算
定
す
る
に
当
た

り
、
経
常
的
な
維
持
管
理
費
に
加

え
て
、「
減
価
償
却
費
」
や
「
土
地

借
り
上
げ
料
」
な
ど
を
含
め
た
こ

と
③
行
政
と
利
用
者
の
負
担
割
合

の
明
確
化
④
減
額
・
免
除
基
準
の

統
一
化
な
ど
で
す
。

　
条
例
施
行
日
は　
年
６
月
１
日

２６

で
、
対
象
施
設
は
下
表
の
通
り
で

す
。
詳
細
は
広
報
３
月　
日
号
で

１５

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
下
表
の
各
部
署
へ
。

示
す
る
こ
と
で
申
請
が
で
き
ま
す

が
、
申
請
し
た
そ
の
日
の
発
行
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
【
そ
の
他
】申
請
の
際
に
必
要
な

物
は
、
認
め
印
、
発
行
手
数
料
５

０
０
円
（
電
子
証
明
書
の
申
請
を

併
せ
て
行
う
場
合
は
１
０
０
０

円
）
で
す
。
な
お
、
身
分
証
明
書

と
し
て
住
基
カ
ー
ド
を
希
望
す
る

方
は
、顔
写
真（
縦
４・５
㌢
㍍×  

横
３
・
５
㌢
㍍
の
大
き
さ
で
、
最

近
６
カ
月
以
内
に
撮
影
、
無
帽
、

正
面
、
無
背
景
の
も
の
）
も
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
公
的
な
本
人
確
認
書
類
を
全

く
所
持
し
て
い
な
い
方
は
、
事
前

に
市
民
課
☎
４
７
０
・
７
７
２
２

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

要
な
登
録
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

　
【
応
募
資
格
】手
話
技
術（
実
践

ク
ラ
ス
以
上
）
を
習
得
し
て
い
る

市
内
在
住
の　
歳
以
上
の
方
で
、

２０

手
話
通
訳
者
と
し
て
活
動
可
能
な

方
　
【
試
験
日
時
】３
月
８
日（
土
）午

前
９
時
か
ら

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室
　
申
し
込
み
は
２
月
３
日
（
月
）

～　
日
（
金
）
に
認
め
印
を
持
参

１４
の
上
、
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１

階
）
へ
。

　
詳
し
く
は
同
課
福
祉
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
作
成
や
、
相
談

支
援
体
制
の
充
実
に
つ
い
て
検
討

し
て
き
ま
し
た
。

　
次
回
、
第
４
回
地
域
自
立
支
援

協
議
会
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
公

開
し
て
実
施
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご

来
場
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
２
月　
日
（
祝
）
午
前

１１

画
課
（
市
役
所
５
階
）、
上
の
原
・

ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー（
各
連
絡
所・

同
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
①
②
の
み

配
布
）、
都
庁
、
都
内
市
区
役
所
・

町
村
役
場
、
東
京
都
住
宅
供
給
公

社
募
集
セ
ン
タ
ー
、
同
供
給
公
社

窓
口
セ
ン
タ
ー
で
。

　
な
お
、
都
庁
第
一
本
庁
舎
１
階

東
京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
お
よ
び

同
供
給
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
で
は
、

２
月
８
日
（
土
）、
９
日
（
日
）、

　
日
（
祝
）
の
午
前
９
時
半
～
午

１１後
５
時
も
配
布
し
て
い
ま
す
。
③

に
つ
い
て
は
前
記
の
ほ
か
、
東
京

都
中
小
企
業
振
興
公
社
、
各
支
社

で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
※
募
集
期
間
中
は
同
供
給
公
社

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://www.to

-kousya.or.jp/

）
か
ら
も
取
得
で

き
ま
す
。

　
【
申
し
込
み
方
法
】
２
月　

日
１７

（
月
）
ま
で
に
（
必
着
）、
募
集
案

内
に
同
封
の
申
込
用
紙
・
封
筒
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
郵
送
で
。

窓
口
で
の
受
領
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
い
ず
れ
も
同
供
給

公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
。
①
②
に
つ

い
て
配
布
期
間
中
は
、
☎
０
５
７

０
・
０
１
０
８
１
０
へ
。
そ
の
他

の
期
間
と
③
に
つ
い
て
は
、☎　
・０３

３
４
９
８
・
８
８
９
４
（
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
へ
。

　
時
か
ら
（
９
時
半
開
場
）

１０
　
【
会
場
】市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル　

　
【
内
容
】ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
紹
介
、

次
期
障
害
者
基
本
計
画
お
よ
び
障

害
福
祉
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
な

ど
（
手
話
通
訳
あ
り
）

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
地
域
支

援
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
７
ま
た

は
フ
ァ
ク
ス
４
７
５
・
８
１
８
１

へ
。

庭
支
援
セ
ン
タ
ー・郷
土
資
料
室・

駐
車
場
も
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
健
康
課
予
防
係
☎
４

７
７
・
０
０
３
０
へ
。

多
発
し
て
い
ま
す
の
で
、
早
め
の

ラ
イ
ト
の
点
灯
と
歩
行
者
は
反
射

材
用
品
を
身
に
着
け
ま
し
ょ
う
。

　
詳
し
く
は
都
市
計
画
課
街
路
交

通
計
画
係
☎
４
７
０
・
７
７
６
８

へ
。

３
月
８
日
（
土
）

　
前
記
の
方
法
に
よ
る
場
合
、
申

請
し
た
そ
の
日
に
住
基
カ
ー
ド
の

発
行
が
で
き
ま
す
。
前
記
の
方
法

に
よ
ら
な
い
場
合
は
、
Ａ
書
類
を

１
点
、
ま
た
は
Ｂ
書
類
を
２
点
提


